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告    示 
 

  那覇市告示第３０号  

平成１６年６月４日  

     掲   示   済  

街区の区域について（区画整理課） 
街区の区域について 

 

 那覇市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき、住居表示地区の街区の区域

廃止及び街区符号の変更を次のとおり告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 実施区域  那覇新都心地区（上之屋一丁目、おもろまち二丁目、天久二丁目） 

２ 実施期日  本告示の日  

３ 街区の区域廃止箇所（別図、箇所①・②） 

４ 街区符号の変更箇所（別図、箇所③） 
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公    告 
 

那覇市公告第 16号  

平成16年 6月 18日  

                            掲   示   済  

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 
那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による事業認可

の図書の送付を受けたので、同法第６２条第２項及び同法施行規則第４９条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

                                      那覇市長  翁 長 雄 志 

 

   １ 都市計画事業の種類及び名称 

       種 類     那覇広域都市計画公園事業 

       名 称     ３・３・那１９号 天久南公園 

   ２ 施行者の氏名 

       那 覇 市 

   ３ 事業所の所在地 

       沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

   ４ 事業地の所在地 

       沖縄県那覇市おもろまち２丁目地内 

   ５ 事業の施行期間 

       平成１６年６月４日から平成１９年３月３１日まで 

   ６ 縦覧の場所 

       那覇市役所  建設管理部 花とみどり課 

            （那覇市銘苅２丁目３番１号、新都心銘苅庁舎３階） 

 

 

 

那覇市公告 第１７号  

平成 1６年６月２２日 

掲 示 済 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 
住民票の職権消除の公示について 

 

  住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、 

住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号) 第 12条第4項の規定により 

公示する。 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

 （別紙略） 
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選挙管理委員会告示 
 

                    那覇市選挙管理委員会告示第35号  

平 成 １６ 年 ６月 １５日  

掲      示      済   
在外選挙人名簿の縦覧場所について 

在外選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の７第１項の規定により平成

１６年６月２４日に縦覧に供する在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官

の名称、最終住所及び生年月日を記載した書面の縦覧の場所は、次のとおりである。 

                      那 覇 市 選 挙 管 理 委 員 会 

                      委 員 長  大 城  勝 夫  

      

  縦 覧 の 場 所   

那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
 

 
 

辞    令 
 

那覇市助役・那覇市収入役（平成 16 年 6 月 25 日付け） 
（平成１６年６月２５日付け） 

當銘 芳二 

那覇市助役に選任する 

 

名嘉元 甚勝 

那覇市収入役に選任する 
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